
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 会 計 実 施 規 則 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

 （前 略） 
 （出納責任者） 
第８条 会計規程第１７条第１項に定める出納責任者

は、別表第２に定めるところによる。 
２ （略） 
３ 本学の出納に関する事務は、事務本部の出納責任

者が総括する。 
 （中 略） 
 （領収証書の管理） 
第１８条 領収証書は、事務本部における出納責任者

が管理する。 
２ 各経理単位（事務本部を含む。）の出納責任者が

領収証書を必要とする場合には、所定の申請により、

事務本部における出納責任者から交付を受けるもの

とする。 
３  
４  
 （中 略） 
 （小切手の取扱） 
第２０条 会計規程第２５条第１項による小切手の振

出し及び保管は、事務本部における出納責任者が行

うものとする。 
 （中 略） 

 
 

別表第１ 経理単位及び経理責任者（第２条関係） 
経理単位 経理責任者 範囲 

（略） 

北部構内 北部構内事務

部長 

（略） 

数理解析研究所 

生態学研究センター 

野生動物研究センター 

フィールド科学教育研

究センター 

ヒト行動進化研究セン

ター 

（略） 

附属図書

館 

附属図書館事

務部長 
附属図書館 

事務本部 会計管理部長 総合研究推進本部 

教育改革戦略本部 

成長戦略本部 

総長オフィス 

 
 （出納責任者） 
第８条  
 
２  
３ 本学の出納に関する事務は、支援組織の出納責任

者が総括する。 
 
 （領収証書の管理） 
第１８条 領収証書は、支援組織における出納責任者

が管理する。 
２ 各経理単位（支援組織を含む。）の出納責任者が

領収証書を必要とする場合には、所定の申請によ

り、支援組織における出納責任者から交付を受ける

ものとする。 
３  
４  
 
 （小切手の取扱） 
第２０条 会計規程第２５条第１項による小切手の

振出し及び保管は、支援組織における出納責任者が

行うものとする。 
 
   附 則（令和８年３月総長裁定） 
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１ 経理単位及び経理責任者（第２条関係） 
経理単位 経理責任者 範囲 

（同 左） 
北部構内 北部構内事務

部長 
（同 左） 

数理解析研究所 
ヒト行動進化研究所 

生態学研究センター 

野生動物研究センタ

ー 

フィールド科学教育

研究センター 

（同 左） 

附属図書

館 
附属図書館事

務部長 
附属図書館 

情報部 情報部長 情報部 

施設部 施設部長 施設部(工事等） 

支援組織 会計管理部長 総長戦略オフィス 

グローバル・エンゲー

（同 左） 

（略） （同 左） 



改    正    前 改    正    後 

プロボストオフィス 

ＣＦＯオフィス 

広報室 

インスティテューショ

ナル・リサーチ室 

国際交流室 

学務部 

人事部 

会計管理部 

施設部(工事等を除

く。） 

コンプライアンス部 

監事支援室 

不正防止実施本部事務

室 

事務改革推進室 

監査室 

施設部 施設部長 施設部(工事等） 

情報部 情報部長 情報部 

備考 （略） 
別表第２ 出納責任者（第８条関係） 
 第１表 
経理単位 出納責任者 範囲 

（略） 
北部構内  （略） 

 数理解析研究所 
 野生動物研究センター 
 フィールド科学教育研

究センター 
 ヒト行動進化研究セン

ター 
（略） 

附属図書

館 
 

附属図書館 

事務本部 経理課長 総合研究推進本部 
教育改革戦略本部 
成長戦略本部 
総長オフィス 
プロボストオフィス 
ＣＦＯオフィス 
広報室 
インスティテューショ

ナル・リサーチ室 

ジメント・オフィス 

ＤＥＩＢ推進室 

広報室 

総務室 

コンプライアンス部 

監事支援室 

プロボストオフィス 

総合研究推進本部 

教育改革戦略本部 

学務部 

ＣＦＯオフィス 

成長戦略本部 

資金運用室 

ＨＲ戦略オフィス 

人事部 

会計管理部 

施設部(工事等を除

く。） 

監査室 

備考 （同 左） 
別表第２ 出納責任者（第８条関係） 
 第１表 
経理単位 出納責任者 範囲 

（同 左） 
北部構内  （同 左） 

 数理解析研究所 
 ヒト行動進化研究所 
 野生動物研究センタ

ー 
 フィールド科学教育

研究センター 
（同 左） 

附属図書

館 
 

附属図書館 

情報部  情報部 
施設部  施設部（清風会館収納

金） 
 施設部（本部構内入構

整理料収納金） 
支援組織 経理課長 総長戦略オフィス 

グローバル・エンゲー

ジメント・オフィス 
ＤＥＩＢ推進室 



改    正    前 改    正    後 

国際交流室 
学務部（小口現金除

く。） 
人事部 
会計管理部 
施設部（清風会館収納

金及び本部構内入構整

理料収納金を除く。） 
コンプライアンス部 
監事支援室 
不正防止実施本部事務

室 
事務改革推進室 
監査室 

 学務部（小口現金） 
施設部  施設部（清風会館収納

金） 
 施設部（本部構内入構

整理料収納金） 
情報部  情報部 

備考  
 出納責任者欄中、空欄については、それらの範囲に

おいて出納事務を取扱う職員に任命する。 
 
 第２表 
経理単位 出納責任者 範囲 

（略） 
事務本部  京都大学ＡＳＥＡＮ拠

点（バンコク） 

備考 
 出納責任者欄中、空欄については、それらの範囲に

おいて出納事務を取扱う職員に任命する。 
別表第３ たな卸資産管理責任者等（第２３条関係） 

管理単位 た な 卸 資 産 管 理 
責 任 者 

（略） 
iPS細胞研究所 所長 
附属図書館 館長 

（略） 

福井謙一記念研究センタ

ー 

センター長 

ヒト行動進化研究センタ

ー 

センター長 

（略） 

広報室 
総務室 
コンプライアンス部 
監事支援室 
プロボストオフィス 
総合研究推進本部 
教育改革戦略本部 
学務部（小口現金除

く。） 
ＣＦＯオフィス 
成長戦略本部 
資金運用室 
ＨＲ戦略オフィス 
人事部 
会計管理部 
施設部（清風会館収納

金及び本部構内入構

整理料収納金を除

く。） 
監査室 

 学務部（小口現金） 
備考  
 出納責任者欄中、空欄については、それらの範囲に

おいて出納事務を取り扱う職員に任命する。 
 第２表 
経理単位 出納責任者 範囲 

（同 左） 
支援組織  （同 左） 

備考 
 出納責任者欄中、空欄については、それらの範囲に

おいて出納事務を取り扱う職員に任命する。 
別表第３ たな卸資産管理責任者等（第２３条関係） 

管理単位 た な 卸 資 産 管 
理 責 任 者 

（同 左） 
iPS細胞研究所 所長 
ヒト行動進化研究所 所長 
附属図書館 館長 

（同 左） 
福井謙一記念研究センタ

ー 

センター長 

情報部 部長 

（同 左） 



改    正    前 改    正    後 

人と社会の未来研究院 研究院長 

大学文書館 館長 

高等研究院 研究院長 

アフリカ地域研究資料セ

ンター 

センター長 

事務本部（情報部を除き、

事業推進組織（総合研究推

進本部、教育改革戦略本部

及び成長戦略本部）及び監

査室を含む。） 

施設部長 

情報部 部長 
 

人と社会の未来研究院 研究院長 

支援組織（情報部、国際高

等教育院、学生総合支援機

構及び人と社会の未来研

究院を除き、監査室を含

む。） 

施設部長 

大学文書館 館長 

高等研究院 研究院長 

アフリカ地域研究資料セ

ンター 

センター長 

 

 


